
連携強化診療情報提供料



診療情報提供料とは

〈診療情報提供料1〉〈診療情報提供料2〉
  〈連携強化診察情報提供料〉

3種類に分けられています。連携強化診察情報提供料はもともと診療
情報提供料3とういう名称でしたが、令和4年度の診療報酬改定によ
り連携強化診察情報提供料へと名称および対象患者、算定要件、算
定回数、施設基準が変更されました。















ご静聴ありがとうございました。

お困りのこと、疑問点ご
ざいましたら申込みメー
ルアドレスへお気軽にご
連絡ください。


